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令和８年定例監査実施計画 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項、

東京都監査委員監査基準（令和２年東京都監査委員告示第２号）並びに令和８年監査基本

計画に基づき、令和８年定例監査を以下のとおり実施する。 

 

１ 監査の対象 

令和７年度における都の事務及び事業の執行全般を対象とする。 

また、都の事務及び事業の監査に必要な場合、財政援助団体等が都の事務及び事業を

都と一体として行っている業務等についても対象とする。 

あわせて、令和７年度東京都財務諸表について、東京都会計基準に準拠して作成され

ているかを検証する。 

 

２ 重点監査事項 

  社会経済状況や事務執行上のリスク、監査対象局の特性等を考慮し、事業の重要度を

踏まえ、経済性、効率性及び有効性の観点に基づく監査を一層推進するため、局ごとに

事業（テーマ）を選定する。 

  

３ 監査期間 

令和８年１月６日（火）から同年９月３日（木）まで 

 

４ 実施対象 

実施対象は、各局の本庁及び事業所のほか、表に掲げる３団体とする。 

なお、島しょ地域については、大島及び八丈支庁管内の事業所を対象とする。 

 

（表）対象団体 

団体名 所管局 

株式会社はとバス 交通局 

東京水道株式会社 水道局 

東京都下水道サービス株式会社 下水道局 

 

５ 計画の変更等 

  監査の実施過程において、環境等の変化又は本実施計画に影響を与えるような事象が

あった場合、必要に応じて、監査対象等の追加、変更等を行う。 

 

６ 結果の報告及び公表 

監査の結果の報告及び公表は、令和８年９月に行う。 

 

令和７年１１月２１日 

監 査 委 員 決 定 

令和８年 ２月１９日 

一 部 変 更 
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７ 実査日程 

所管課 監査対象局 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

監査第一課 政策企画局     〇  

総務局     〇  

デジタルサービス局     〇  

主税局  〇 〇   〇 

生活文化局 〇     〇 

スポーツ推進本部     〇  

中央卸売市場 〇 〇    〇 

交通局    〇   

教育庁    〇 〇 〇 

島しょ     〇 〇 

監査第二課 子供政策連携室     〇  

財務局    〇  〇 

都民安全総合対策本部 〇     〇 

環境局 〇 〇    〇 

福祉局     〇  

保健医療局     〇  

会計管理局      〇 

水道局 〇 〇    〇 

警視庁    〇  〇 

人事委員会事務局      〇 

監査事務局      〇 

議会局     〇  

監査第三課 都市整備局    〇  〇 

住宅政策本部    〇  〇 

産業労働局     〇  

スタートアップ戦略推進本部     〇  

建設局  〇 〇   〇 

港湾局    〇  〇 

東京消防庁 〇     〇 

下水道局 〇     〇 

選挙管理委員会事務局     〇  

労働委員会事務局     〇  

収用委員会事務局     〇  

※1    ：実地監査実施月 

※2 上記のほか、７月下旬に財務諸表監査を実施する。 

 

〇 



№ 局名 重点監査事項

1 総務局 公文書館における都民サービスの向上

2 財務局 財産情報システムの運用管理

3 デジタルサービス局 島しょにおける通信困難な状況の解消

4 生活文化局 都立文化施設の維持管理・更新

5 都市整備局 鉄道駅における人にやさしいまちづくりの推進

6 住宅政策本部 子育て世帯に配慮した住宅供給促進事業

7 福祉局 社会的養護の必要な子供たちの育つ環境づくり

8 保健医療局 東京DMATの整備

9 産業労働局 森林循環に向けた国産木材の活用促進

10 スタートアップ戦略推進本部 大学発スタートアップ創出への支援

11 建設局 中小河川の整備

12 港湾局 海上公園における水と緑のネットワークの創出

13 会計管理局 財務会計システムの管理運用

14 交通局 バス運転業務における安全確保の取組

15 水道局 給水管からの漏水防止対策

16 下水道局 流域下水道における雨水対策

17 教育庁 障害のある子供たちの教育環境におけるDX活用

令和８年定例監査における重点監査事項一覧


